
　自己資本の充実の状況

普通出資による資本調達額

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応えるため、財務基盤の強化を図ってい
ます。健全経営のため内部留保の増強に努めた結果、令和７年３月末の当ＪＡの自己資本比率は、16.50％であり、国内基
準の目安である４％を大幅に上回る水準を保持しています。
当ＪＡの自己資本は組合員の皆さまの出資や事業の利用による結果としての剰余金から構成されています。

注：
１．普通出資のうち46百万円は処分未済持分として、脱退時の組合員の出資相当額を当ＪＡで取得しており、この額はコア

資本に不算入としています。
２．当ＪＡには普通出資以外の回転出資金、劣後ローン等はありません。

当ＪＡでは、自己資本比率算出要領を制定し、適正なプロセスにより自己資本比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リス
クやオペレーショナル・リスクの管理をし、リスクに対応した十分な自己資本の維持を図り、内部留保の積み増しにより自
己資本の充実に努めています。

（単位 : 百万円）

項　　　　　　　　　　　　　目 内　　　　　容

発行主体 富士伊豆農業協同組合

資本調達手段の概要 普通出資

コア資本に係る基礎項目に算入した額 10,862（前年度10,904）
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⑴ 自己資本の構成に関する事項

注： １．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成18年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出し
ています。

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用リス
ク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額にあたっては標準的計測手法で算出しており、算出
に使用するILMについては、2024年度は告示第250条第1項第3号に基づき「1」を使用しています。

３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

項　　　　　　　　　　目 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度
コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 118,820 120,547
うち、出資金及び資本準備金の額 10,912 10,870
うち、再評価積立金の額 ― ―
うち、利益剰余金の額 108,279 110,046
うち、外部流出予定額（△） 323 322
うち、上記以外に該当するものの額 △	　　　　47 △	　　　　46

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 79 61
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 79 61
うち、適格引当金コア資本算入額 ― ―

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ―
コア資本にかかる基礎項目の額	 （イ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　118,899 120,608
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 34 37
うち、のれんに係るものの額 ― ―
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 34 37

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ― ―
適格引当金不足額 ― ―
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ― ―
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ―
前払年金費用の額 ― ―
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ― ―
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ―
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 ― ―
特定項目に係る十パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ― ―
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ―
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ―

コア資本に係る調整項目の額	 （ロ） 34 37
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））	 （ハ）　　　　　　　　　　　　　　　　118,865 120,571
リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 697,024 706,503

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置を用いて算出した
リスク・アセットの額から経過措置を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除した額（△） ―
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 ―
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー ―
うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係るものの額 ―
うち、上記以外に該当するものの額 ―

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 ―
勘定間の振替分 ―
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 41,803 23,912
信用リスク・アセット調整額 ―
フロア調整額 ―
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ―
リスク・アセット等の額の合計額	 （ニ）　　　　　　　　　　　　738,828 730,416
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 16.08% 16.50%

（単位 : 百万円、%）
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⑵ 自己資本の充実度に関する事項
① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 （単位 : 百万円）

令　和　５　年　度
信用リスク・アセット エクスポージャー

の 期 末 残 高
リスク・アセット額

ａ
所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％
現　　　　　金 7,198 ―	 ―	
我が国の中央政府及び中央銀行向け 74,751 ―	 ―	
外国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ―
我が国の地方公共団体向け 44,597 ―	 ―	
外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ―
国際開発銀行向け ― ― ―
地方公共団体金融機構向け 599 49 1
我が国の政府関係機関向け 2,109 160 6
地方三公社向け 1,035 187 7
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 1,237,270 247,454 9,898
法人等向け 57,819 28,422 1,136
中小企業等向け及び個人向け 130,602 83,368 3,334
抵当権付住宅ローン 130,019 44,894 1,795
不動産取得等事業向け 28,931 28,317 1,132
三月以上延滞等 503 330 13
取立未済手形 242 48 1
農業基金協会・信用保証協会等による保証付 94,320 9,341 373
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ― ― ―
共済約款貸付 0 ― ―
出　　資　　等 30,758 30,758 1,230
（うち出資等のエクスポージャー） 30,758 30,758 1,230
（うち重要な出資のエクスポージャー） ―	 ―	 ―	
上　記　以　外 125,765 221,989 8,879
（うち他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出
資等及びその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの以外
のものに係るエクスポージャー）

500 1,251 50

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連合会の対象資本調達手
段に係るエクスポージャー） 61,913 154,784 6,191

（うち特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー） 2,125 5,312 212
（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融
機関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に関するエクスポージャー） ― ― ―
（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有してい
ない他の金融機関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に
係る５％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー）

― ― ―

（うち上記以外のエクスポージャー） 61,226 60,639 2,425
証　　券　　化 ―	 ―	 ―	
（うちＳＴＣ要件適用分） ―	 ―	 ―	
（うち非ＳＴＣ適用分） ― ― ―
再　証　券　化 ― ― ―
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 5,769 1,701 68
（うちルックスルー方式） 5,769 1,701 68
（うちマンデート方式） ―	 ―	 ―	
（うち蓋然性方式 250％） ―	 ―	 ―	
（うち蓋然性方式 400％） ―	 ―	 ―	
（うちフォールバック方式） ― ― ―
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 ― ― ―
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額（△） ― ― ―

標準的手法を適用するエクスポージャー計 1,972,296 697,024 27,880
ＣＶＡリスク相当額÷８％ 	―	 	― 	―	
中央清算機関関連エクスポージャー 	― 	―	 	―	

合計（信用リスク・アセットの額） 1,972,296 697,024 27,880

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本の額〈基礎的手法〉

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル・リス ク
相当額を 8 ％で 除して得た額 所要自己資本額

ａ ｂ＝ａ×４％
41,803 1,672

所	要	自	己	資	本	額
リスク・アセット等（分母）計 所要自己資本額

ａ ｂ＝ａ×４％
738,828 29,553
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注：
１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごと

に記載しています。
２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランス含む）のことをいい、具体的には貸出金や

有価証券等が該当します。
３．「三月以上延滞等」とは，元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポー

ジャー及び「金融機関向け及び第一種商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％になっ
たエクスポージャーのことです。

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のあるニ以上のエクスポージャー

に階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。
６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセッ

トの額及び調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該
当します。

７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる
保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的計測手法を採用しています。

〈オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）〉
〔粗利益（正の値に限る）×15％〕の直近 3 年間の合計額

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数 ÷８％
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令　和　６　年　度
信用リスク・アセット エクスポージャー

の 期 末 残 高
リスク・アセット額

ａ
所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％
現金 7,731	 ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け 93,245	 ― ―
外国の中央政府及び中央銀行向け 2	 ― ―
国際決済銀行等向け ― ― ―
我が国の地方公共団体向け 47,064	 ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ―
国際開発銀行向け ― ― ―
地方公共団体金融機構向け 499	 39	 1	
我が国の政府関係機関向け 2,109	 160	 6	
地方三公社向け 1,028	 185	 7	
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 1,188,383	 242,955	 9,718	
（うち第一種金融商品取引業者及び保険会社向け） 504	 151	 6	
カバード・ボンド向け ― ― ―
法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） 49,803	 21,645	 865	
（うち特定貸付債権向け） ― ― ―
中堅中小企業等向け及び個人向け 88,793	 57,537	 2,301	
（うちトランザクター向け） 345	 155	 6	
不動産関連向け 213,194	 113,825	 4,553	
（うち自己居住用不動産等向け） 187,259	 98,714	 3,948	
（うち賃貸用不動産向け） 25,798	 15,008	 600	
（うち事業用不動産関連向け） 137	 102	 4	
（うちその他不動産関連向け） ― ― ―
（うちADC向け） ― ― ―
劣後債権及びその他資本性証券等 1,703	 1,703	 68	
延滞等向け（自己居住用不動産関連向けを除く。） 1,406	 826	 33	
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 682	 605	 24	
取立未済手形 150	 30	 1	
信用保証協会等による保証付 102,126	 10,095	 403	
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ― ― ―
株式等 37,523	 37,523	 1,500	
共済約款貸付 0	 ― ―
上　記　以　外 100,641	 197,392	 7,895	
（うち重要な出資のエクスポージャー） ― ― ―
（うち他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他
外部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー） 500	 1,251	 50	
（	うち農林中央金庫の対象資本調達手段に係るエクスポージャー） 61,913	 154,784	 6,191	
（うち特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー） 2,085	 5,213	 208	
（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融
機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー） ― ― ―
（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金
融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に係るエクスポージャー） ― ― ―
（うち上記以外のエクスポージャー） 36,141	 36,141	 1,445	
証　　券　　化 ― ― ―
（うちＳＴＣ要件適用分） ― ― ―
（うち短期ＳＴＣ要件適用分） ― ― ―
（うち不良債権証券化適用分） ― ― ―
（うち STC・不良債権証券化適用対象外分） ― ― ―
再　証　券　化 ― ― ―
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 21,783	 21,976	 879	
（うちルックスルー方式） 21,783	 21,976	 879	
（うちマンデート方式） ― ― ―
（うち蓋然性方式 250%） ― ― ―
（うち蓋然性方式 400%） ― ― ―
（うちフォールバック方式） ― ― ―
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経
過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額（△） ― ― ―
標準的手法を運用するエクスポージャー計 1,957,875	 706,503	 28,260	
ＣＶＡリスク相当額÷８％（簡便法） ― ― ―
中央清算機関関連エクスポージャー ― ― ―

合計（信用リスク・アセットの額） 1,957,875	 706,503	 28,260	

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本の額〈標準的計測手法〉

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク
相 当 額 を 8 ％ で 除 して 得 た 額 所要自己資本額

ａ ｂ＝ａ×４％
23,912	 956	

所	要	自	己	資	本	額
リスク・アセット等（分母）合計 所要自己資本額

ａ ｂ＝ａ×４％
730,416	 29,216	

② 信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びに区分ごとの内訳 （単位 : 百万円）
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⑶ 信用リスクに関する事項
① 標準的手法に関する事項

注：「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するため必要な自己資本額を算出するための掛目のことです。

当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算出しています。また、
信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。

ア　リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関による依頼格付けのみ使用し、非依頼格付
は使用しないこととしています。

イ　リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・スコアは、主に以下のと
おりです。

適　　格　　格　　付　　機　　関

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ⅰ）

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（Ｓ＆Ｐ）

フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）

エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・リスク・スコア

中央政府及び中央銀行 日本貿易保険

外国の中央政府等以外の公共部門向けエクスポージャー 日本貿易保険

国際開発銀行向けエクスポージャー R&I，Moody's，JCR，S&P，Fitch

金融機関向けエクスポージャー R&I，Moody's，JCR，S&P，Fitch

法人等向けエクスポージャー R&I，Moody's，JCR，S&P，Fitch

注：
１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごと

に記載しています。
２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金

や有価証券等が該当します。
３．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部ま

たは全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。
４．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる

保証又はクレジット・デリバティブの免責額が含まれます。
５．オペレーショナル・リスク相当額は標準的計測手法により算出しており、算出に使用する ILMは告示第 250 条第１項

第３号に基づき「１」を使用しております。

令 和 ６ 年 度

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額 23,912	

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 956	

ＢＩ 15,941	

ＢＩＣ 1,913	

③ オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本額の概要 （単位 : 百万円）
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② 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び延滞エクスポージャーの期末残高

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残 高

三月以上延滞
エクスポー
ジ ャ ー

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残 高

延滞エクス
ポージャーう ち

貸出金等 うち債 券 う ち
貸出金等 うち債 券

法

人

農 業 574 535 ― ― 564 527 	―	 	3	

林 業 0	 0	 ― ― ―	 ― 	―	 	―	

水 産 業 	2	 	2	 ― ― 	1	 	1	 	―	 	―	

製 造 業 20,347 42 12,025 ― 21,436 37 11,526 	―	

鉱 業 73 ― ― ― 110 	―	 	―	 	―	

建 設・ 不 動 産 業 26,150 4,197 7,205 ― 29,261 4,111 7,000 	60	

電気・ガス・熱供給・水道業 12,511 ― 12,334 ― 12,804 	―	 12,333 	―	

運 輸 ・ 通 信 業 15,877 112 14,649 ― 15,618 110 13,857 	―	

金 融 ・ 保 険 業 1,307,042 	10,114	 4,912 ― 1,258,786 	10,113	 4,613 	―	

卸売・小売・飲食・サービス業 11,526 1,567 7,070 ― 10,625 1,482 6,268 	260	

日本国政府・地方公共団体 119,538 35,293 84,244 ― 140,542 38,078 102,463 	―	

上 記 以 外 1,825 1,344 	300	 54 1,852 1,376 	300	 46

個 　 人 395,899 395,899 ― 499 398,529 398,527 	―	 1,718

そ の 他 55,157 	―	 	― ―	 45,958 	―	 	―	 	―	

業　 種　 別　 残　 高　 計 1,966,527 499,107 142,743 503 1,936,092 454,368 158,364 2,089

１ 年 以 下 1,212,992 5,744 3,210 1,169,794 5,953 2,106

１ 年 超 ３ 年 以 下 13,218 8,806 4,411 14,600 8,386 5,212

３ 年 超 ５ 年 以 下 17,033 14,226 2,807 22,010 14,096 6,911

５ 年 超 ７ 年 以 下 23,853 15,135 8,218 23,541 13,835 8,706

７　年　超　10　年　以　下 40,303 27,514 10,783 47,208 27,456 17,243

10　　　　　年　　　　　超 496,755 373,429 113,312 508,820 380,118 118,184

期 限 の 定 め の な い も の 162,371 4,250 ― 150,116 4,522 	―	

残 存 期 間 別 残 高 計 1,966,527 449,107 142,743 1,936,092 454,368 158,364

注：
１．当ＪＡは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。
２．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が

適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス
取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

３．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポー
ジャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間及び融資枠の範囲で利用者の請求に基づき、金融機関
が融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。

４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞しているエクス
ポージャーをいいます。

５．「延滞エクスポージャー」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。
　　①金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、
　　　「危険債権」、「要管理債権」に該当すること。
　　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。
　　③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること。

（単位 : 百万円）
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③ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

④ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額

区　　　　　分

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

期 首
残 高

期 中
増 加 額

期中減少額
期 末
残 高

期 首
残 高

期 中
増 加 額

期中減少額
期 末
残 高目 的

使 用 その他 目 的
使 用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金 	93	 79 	93	 79 	79	 61 	79	 61

個 別 貸 倒 引 当 金 1,187 765 	363	 823 765 765 744 	16	 749 744

区　　　　　分

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

期 首
残 高

期 中
増加額

期中減少額
期 末
残 高

貸出金
償 却

期 首
残 高

期 中
増加額

期中減少額
期 末
残 高

貸出金
償 却目 的

使 用 その他 目 的
使 用 その他

法

人

農 業 ― ― ― ― ― ― 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	

林 業 ― ― ― ― ― ― 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	

水 産 業 ― ― ― ― ― ― 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	

製 造 業 ― ― ― ― ― ― 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	

鉱 業 ― ― ― ― ― ― 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	

建 設・ 不 動 産 業 	25	 	23	 ― 	25	 	23	 ― 	23	 	22	 	―	 	23	 	22	 	―	

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ― 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	

運 輸 ・ 通 信 業 ― ― ― ― ― ― 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	

金 融 ・ 保 険 業 ― ― ― ― ― ― 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	 	―	

卸売・小売・飲食・サービス業 	52	 	50	 ― 	52	 	50	 ― 	50	 	81	 	―	 	50	 	81	 	―	

上 記 以 外 	23	 	1	 ― 	23	 	1	 ― 	1	 	0	 	―	 	1	 	0	 	―	

個 　 人 1,084 689 	363	 720 689 	53	 689 641 	16	 673 641 	15	

業 種 別 計 1,187 765 	363	 823 765 	53	 765 744 	16	 749 744 	15	

注：当ＪＡは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分は省略しています。

（単位 : 百万円）

（単位 : 百万円）
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⑤ 信用リスク・アセット残高内訳表

注：最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和 5 年度については、記載しておりません。

（単位 : 百万円）［令和 6 年度］

項　　　　　　　目
リスク・
ウェイト
（％）

CCF･ 信用リスク
削減効果適用前 CCF･ 信用リスク削減効果適用後 リスク ･

ウェイトの
加重平均値

（％）オン･バランス
資産項目

オフ･バランス
資産項目

オン･バランス
資産項目

オフ･バランス
資産項目

信用リスク･
アセットの額

A B C D E F（=E/（C+D））
現金 0 7,731	 ― 7,731	 ― ― ―
我が国の中央政府及び中央銀行向け 0 93,245	 ― 93,245	 ― ― ―
外国の中央政府及び中央銀行向け 0～ 150 2	 ― 2	 ― ― ―
国際決済銀行等向け 0 ― ― ― ― ― ―
我が国の地方公共団体向け 0 47,064	 ― 47,064	 ― ― ―
外国の中央政府等以外の公共部門向け 20 ～ 150 ― ― ― ― ― ―
国際開発銀行向け 0～ 150 ― ― ― ― ― ―
地方公共団体金融機構向け 10 ～ 20 499	 ― 499	 ― 39	 8	
我が国の政府関係機関向け 10 ～ 20 2,109	 ― 2,109	 ― 160	 8	
地方三公社向け 20 1,028	 ― 1,028	 ― 185	 18	
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 20 ～ 150 1,188,383	 ― 1,188,383	 ― 242,955	 20	
（うち第一種金融商品取引業者及び保険会社向け） 20 ～ 150 504	 ― 504	 ― 151	 30	
カバード・ボンド向け 10 ～ 100 ― ― ― ― ― ―
法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） 20 ～ 150 49,803	 ― 49,795	 ― 21,645	 43	
（うち特定貸付債権向け） 20 ～ 150 ― ― ― ― ― ―
中堅中小企業等向け及び個人向け 45 ～ 100 88,078	 6,932	 81,554	 715	 57,537	 70	
（うちトランザクター向け） 45 ― 3,451	 ― 345	 155	 45	
不動産関連向け 20 ～ 150 213,194	 ― 206,270	 ― 113,825	 55	
（うち自己居住用不動産等向け） 20 ～ 75 187,259	 ― 181,132	 ― 98,714	 54	
（うち賃貸用不動産向け） 30 ～ 150 25,798	 ― 25,014	 ― 15,008	 60	
（うち事業用不動産関連向け） 70 ～ 150 137	 ― 122	 ― 102	 83	
（うちその他不動産関連向け） 60 ― ― ― ― ― ―
（うちADC向け） 100 ～ 150 ― ― ― ― ― ―
劣後債権及びその他資本性証券等 150 1,703	 ― 1,703	 ― 1,703	 100	
延滞等向け（自己居住用不動産関連向けを除く。） 50 ～ 150 739	 0 736	 0	 826	 112	
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 100 605	 ― 605	 ― 605	 100	
取立未済手形 20 150	 ― 150	 ― 30	 20	
信用保証協会等による保証付 0～ 10 102,126	 ― 100,955	 ― 10,095	 10	
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 10 ― ― ― ― ― ―
株式等 250 ～ 400 37,523	 ― 37,523	 ― 37,523	 100	
共済約款貸付 0 0	 ― 0	 ― ― ―
上記以外 100 ～ 1250 100,641	 ― 100,641	 ― 197,392	 196	
（うち重要な出資のエクスポージャー） 1250 ― ― ― ― ― ―
（うち他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普
通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当する
もの以外のものに係るエクスポージャー）

250 ～ 400 500	 ― 500	 ― 1,251	 250	

（うち農林中央金庫の対象資本調達手段に係るエクスポージャー） 250 61,913	 ― 61,913	 ― 154,784	 250	
（うち特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る
エクスポージャー） 250 2,085	 ― 2,085	 ― 5,213	 250	
（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有
している他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調
達手段に係るエクスポージャー）

250 ― ― ― ― ― ―

（うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有
していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連
調達手段に係るエクスポージャー）

150 ― ― ― ― ― ―

（うち上記以外のエクスポージャー） 100 36,141	 ―	 36,141	 ― 36,141	 100	
証券化 ― ― ― ― ― ― ―
（うちＳＴＣ要件適用分） ― ― ― ― ― ― ―
（うち短期ＳＴＣ要件適用分） ― ― ― ― ― ― ―
（うち不良債権証券化適用分） ― ― ― ― ― ― ―
（うち STC・不良債権証券化適用対象外分） ― ― ― ― ― ― ―
再証券化 ― ― ― ― ― ― ―
リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー ― 21,783	 ― 21,783	 ― 21,976	 101	
未決済取引 ― ―
他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャー
に係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されな
かったものの額（△）

― ―

合計（信用リスク・アセットの額） ― 706,503	
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⑥ ポートフォリオの区分ごとのＣＣＦ適用後及び信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエクスポージャーの額

項　　　　　　目 信用リスク・エクスポージャーの額（ＣＣＦ・信用リスク削減手法適用後）
0% 20% 50% 100% 150% その他 合計

我が国の中央政府及び中央銀行向け 93,245 ― ― ― ― ― 93,245
外国の中央政府及び中央銀行向け 2 ― ― ― ― ― 2
国 際 決 済 銀 行 等 向 け ― ― ― ― ― ― ―

0% 10% 20% 50% 100% 150% その他 合計
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け 47,064 ― ― ― ― ― ― 47,064
外国の中央政府等以外の公共部門向け ― ― ― ― ― ― ― ―
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け 100 399 ― ― ― ― 0 499
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け 501 1,607 ― ― ― ― 0 2,109
地 方 三 公 社 向 け 100 ― 928 ― ― ― ― 1,028

0% 20% 30% 50% 100% 150% その他 合計
国 際 開 発 銀 行 向 け ― ― ― ― ― ― ― ―

20% 30% 40% 50% 75% 100% 150% その他 合計
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 1,161,734 504 26,143 ― ― ― ― 0 1,188,383
（うち、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け） ― 504 ― ― ― ― ― ― 504

10% 15% 20% 25% 35% 50% 100% その他 合計
カ バ ー ド・ ボ ン ド 向 け ― ― ― ― ― ― ― ― ―

20% 50% 75% 80% 85% 100% 130% 150% その他 合計
法 人 等 向 け
（ 特 定 貸 付 債 権 向 け を 含 む。） 11,424 37,668 701 ― ― ― ― ― 0 49,795

（ う ち 特 定 貸 付 債 権 向 け ） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
100% 150% 250% 400% その他 合計

劣後債権及びその他資本性証券等 ― 1,703 ― ― ― 1,703

株 式 等 ― ― 37,523 ― ― 37,523

0% 10% 20% 100% その他 合計
現 金 7,731 ― ― ― ― 7,731
取 立 未 済 手 形 ― ― 150 ― ― 150
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付 ― 100,949 ― ― 5 100,955
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ― ― ― ― ― ―
共 済 約 款 貸 付 0 ― ― ― ― 0

45% 75% 100% その他 合計

中堅中小企業等向け及び個人向け 345 33,284 586 48,053 82,270

（ う ち ト ラ ン ザ ク タ ー 向 け ） 345 ― ― ― 345

50% 100% 150% その他 合計
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） 213 44 449 28 736
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 ― 605 ― ― 605

20% 25% 30% 31.25% 35% 37.50% 40% 50% 62.50% 70% 75% その他 合計
不 動 産 関 連 向 け
う ち 自 己 居 住 用 不 動 産 等 向 け ― ― ― ― 92,808 ― ― ― ― ― 88,282 41 181,132

30% 35% 43.75% 45% 56.25% 60% 75% 93.75% 105% 150% その他 合計
不 動 産 関 連 向 け
う ち 賃 貸 用 不 動 産 向 け ― ― ― ― ― 25,014 ― ― ― ― 0 25,014

70% 90% 110% 112.50% 150% その他 合計
不 動 産 関 連 向 け
う ち 事 業 用 不 動 産 関 連 向 け 41 81 ― ― ― 0 122

60% その他 合計
不 動 産 関 連 向 け
う ち そ の 他 不 動 産 関 連 向 け ― ― ―

100% 150% その他 合計
不 動 産 関 連 向 け
う ち Ａ Ｄ Ｃ 向 け ― ― ― ―

（単位 : 百万円）［令和 6 年度］

注：最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和 5 年度については、記載しておりません。
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 ⑦ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト 1250％を適用する残高

 ⑧ 資産（オフ・バランス取引等含む）残高等リスク・ウェイト区分内訳表

令　和　５　年　度
格 付 あ り 格 付 な し 計

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

リ ス ク ･ ウ エ イ ト ０ ％ ― 141,606 141,606
リ ス ク ･ ウ エ イ ト ２ ％ ― ― ―
リ ス ク ･ ウ エ イ ト ４ ％ ― ― ―
リ ス ク ･ ウ エ イ ト 10 ％ ― 95,526 95,526
リ ス ク ･ ウ エ イ ト 20 ％ 8,822 1,250,130 1,258,953
リ ス ク ･ ウ エ イ ト 35 ％ ― 128,327 128,327
リ ス ク ･ ウ エ イ ト 50 ％ 43,866 896 44,763
リ ス ク ･ ウ エ イ ト 75 ％ ― 107,828 107,828
リ ス ク ･ ウ エ イ ト 100 ％ 1,202 123,668 124,871
リ ス ク ･ ウ エ イ ト 150 ％ ― 111 111
リ ス ク ･ ウ エ イ ト 250 ％ ― 64,539 64,539
そ の 他 ― ― ―
リスク・ウエイト1250％ ― ― ―

計 53,892 1,912,634 1,966,527

注：
１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計算が

適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ ･バランス
取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

２．｢格付あり｣ にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、｢格付なし｣ にはエクス
ポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関
による依頼格付のみ使用しています。

３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトによっ
て集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。

４．リスク ･ウエイト 1250％を適用する残高は、当ＪＡにはありません。

（単位 : 百万円）

（単位 : 百万円）

リスク・ウェイト区分

令和６年度
CCF・信用リスク削減効果適用前 

エクスポージャー CCF の加重平均値
（％）

資産の額及び与信相
当額の合計額

（CCF・信用リスク
削減効果適用後）オン・バランス資産項目 オフ・バランス資産項目

40％未満 1,544,996	 ― ― 1,532,753	
40％～ 70％ 90,536	 3,451	 10% 90,211	
75% 123,229	 3,371	 11% 122,268	
80% ― ― 11% ―
85% 34,147	 ― ― 33,805	

90％～ 100％ 1,331	 6	 10% 1,317	
105％～ 130％ ― ― ― ―

150% 2,154	 0	 10% 2,152	
250% 37,523	 ― ― 37,523	
400% ― ― ― ―
1250% ― ― ― ―
その他 70	 104	 10% 41	
合計 1,833,990	 6,933	 10% 1,820,075	

注：最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い、「リスク・ウェイト区分」の変更や「ＣＣＦの加重平均値」の追加等を行っております。
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注：
１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとしては

貸出金や有価証券等が該当します。
２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポー

ジャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％になっ
たエクスポージャーのことです。

３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャー
に階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、現金、取立未済手形、未決済取引、その他の資産（固定資産等）等が含まれます。

⑷ 信用リスク削減手法に関する事項
① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

	「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクスポージャーに
対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や
保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。
当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。
信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用しています。
適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相手のために第
三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信
用リスク削減手法の簡便手法を用いています。
保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、我が国の地方公共団体、地
方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関または第一種
金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証
人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。
貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事由にかかわ
らず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で
相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続されない
リスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視及び管理されていること、の条件をす
べて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額
としています。
担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを行っています。なお、主要
な担保の種類は自組合貯金です。

区　　　　　　　　　　　分
令　和　５　年　度

適 格 金 融 資 産 担 保 保 証

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け ― 100

我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け ― 501

地 方 三 公 社 向 け ― 100

金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け ― ―

法 人 等 向 け 10 10

中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け 96 12,325

抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン 0 4

不 動 産 取 得 等 事 業 向 け ― ―

三 月 以 上 延 滞 等 ― 5

証 券 化 ― ―

中 央 清 算 機 関 関 連 ― ―

上 記 以 外 0 5

合　　　　　　　　　　　　計 108 13,052

（単位 : 百万円）
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注：
１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金

や有価証券等が該当します。
２．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。
　　①金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危

険債権」、「要管理債権」に該当すること。
　　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。
　　③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること。
３．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部ま

たは全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。
４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向

け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含まれます。

区　　　　　　　　　　　分
令　和　６　年　度

適 格 金 融 資 産 担 保 保 証

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け ― 100

我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け ― 501

地 方 三 公 社 向 け ― 100

金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ― ―

法 人 等 向 け（ 特 定 貸 付 債 権 向 け を 含 む。） ― ―

中 堅 中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け 130 13,917

自 己 居 住 用 不 動 産 等 向 け 14 1

賃 貸 用 不 動 産 向 け 0 ―

事 業 用 不 動 産 関 連 向 け ― ―

延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く。） 27 0

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 ― ―

証 券 化 ― ―

中 央 清 算 機 関 関 連 ― ―

上 記 以 外 ― ―

合　　　　　　　　　　　　計 173 14,620

（単位 : 百万円）
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⑸ 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

⑹ 証券化エクスポージャーに関する事項

⑺ ＣＶＡリスクに関する事項

⑻ マーケット・リスクに関する事項

⑽ 出資等または株式等エクスポージャーに関する事項

⑼ オペレーショナル・リスクに関する事項

該当する取引はありません。

該当する取引はありません。

該当する取引はありません。

① 出資等または株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

	「出資等または株式等エクスポージャー」とは主に貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資として
計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社株式、②その他有価証券、③系統及び系統外出資に区分
して管理しています。
①子会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効率的運営を目的として、株式を保有
しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の他、定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努め
ています。
②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握及びコントロールに
努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、

	「オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であること又は外的な現象
により損失を被るリスクのことです。当ＪＡの具体的なオペレーショナル・リスク管理については、リスク管理への取り組
み（Ｐ.22）をご参照ください。

BI（事業規模指標）の額は、ILDC（金利要素）、SC（役務要素）及びFC（金融商品要素）を合計して算出しています。なお、
ILDC、SC及びFCの額は告示第249条に定められた方法に基づき算出しております。

ILM（内部損失乗数）は、告示第250条第１項第３号に基づき「１」を使用しております。

該当ありません。

該当ありません。

当ＪＡは、自己資本比率算出上、マーケット・リスク相当額に係る額を不算入としております。

◇リスク管理の方針及び手続の概要

◇ＢＩの算出方法

◇ＩＬＭの算出方法

◇オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ＢＩの算出から除外した事業部門の有無

◇オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ＩＬＭの算出から除外した特殊損失の有無
　（特殊損失を除外した場合には、その理由も含む）
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該当する取引はありません。

② 出資等または株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価
（単位：百万円）

令　和　５　年　度 令　和　６　年　度

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上 　 場 15,883 15,883 18,272 18,272

非 上 場 65,337 65,337 65,312 65,312

合　　　　　　　　　　計 81,220 81,220 83,585 83,585

注：　「時価評価額」は時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計です。

③ 出資等または株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額
　（保有目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

⑤ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社株式の評価損益等）

令　和　５　年　度 令　和　６　年　度

売　却　益 売　却　損 償　却　額 売　却　益 売　却　損 償　却　額

801 187 ― 1,182 771 ―

令　和　５　年　度 令　和　６　年　度

評　　　価　　　益 評　　　価　　　損 評　　　価　　　益 評　　　価　　　損

2,923 182 2,422 927

（単位：百万円）

（単位：百万円）

理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を
行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売
買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引については管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェック
し定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。
③系統出資（静岡県信連等のＪＡグループ等への出資）については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監
督に加え、日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。
なお、これらの出資等または株式等エクスポージャーの評価等については、①子会社については、取得原価を記載し、毀
損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券については時価評価を行った上で、取得原価との評価差額につ
いては、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上しています。③系統及び系統外出資については、取得原価
を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、
注記表にその旨記載することとしています。　
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⑿ 金利リスクに関する事項
① 金利リスクの算定手法の概要
　金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在する中で金利が
変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。
　当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク情報の管理・報告
に係る事項を「余裕金運用等に係るリスク管理手続」に定め、適切なリスクコントロールに努めています。具体的な金利
リスク管理方針及び手続については以下のとおりです。
◇リスク管理の方針及び手続の概要
・リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明
当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リスクと一体的に
管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク（IRRBB）については、個別の管理指標の設定やモ
ニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

・リスク管理及びリスクの削減の方針に関する説明
当ＪＡは、ＡＬＭ委員会のもと、自己資本に対するIRRBBの比率の管理や収支シミュレーションの分析などを行
いリスク削減に努めています。

・金利リスク計測の頻度
毎月末を基準日として、月次でIRRBBを計測しています。

◇金利リスクの算定手法の概要
　当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿EVE）については、金利感応ポジションに係る基準日時点のイー
ルドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに基づき計算された
ネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、スティー
プ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）を適用しております。
・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期
流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.251年です。

・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期
　流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。
・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）及びその前提
　流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。
・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提
　固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。
・複数の通貨の集計方法及びその前提
　通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。
・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか）
一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利変
動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿EVE及び⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提
内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明
⊿EVEの前事業年度末からの変動要因は、金利上昇等によるものです。

⑾ リスク・ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
（単位：百万円）

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー 5,769 21,783

マンデート方式を適用するエクスポージャー ― ―

蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー ― ―

蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー ― ―

フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー ― ―
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② 金利リスクに関する事項

・「⊿EVE」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものをいいます。

・「⊿NII」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から 12 か月を経過する日までの間の金利収益の減

少額として計測されるものをいいます。

・「上方パラレルシフト」とは、通貨及び将来の期間ごとに、当該通貨及び当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリス

クフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・「下方パラレルシフト」とは、通貨及び将来の期間ごとに、当該通貨及び当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリス

クフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショッ

クをいいます。

・「スティープ化」とは、通貨及び将来の期間ごとに、当該通貨及び当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・

レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・「フラット化」とは、通貨及び将来の期間ごとに、当該通貨及び当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・

レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・「短期金利上昇」とは、通貨及び将来の期間ごとに、当該通貨及び当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・

レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。

・「短期金利低下」とは、通貨及び将来の期間ごとに、当該通貨及び当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・

レートに、短期金利上昇に関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。

（単位：百万円）

IRRBB １：金利リスク

項番
⊿ ＥＶＥ ⊿ ＮＩＩ

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

1 上 方 パ ラ レ ル シ フ ト 12,801 9,406 △				1,276 △				1,768

2 下 方 パ ラ レ ル シ フ ト △			22,608 △		13,301 382 1,540

3 ス テ ィ ー プ 化 18,510 16,001

4 フ ラ ッ ト 化 △			14,957 △		13,839

5 短 期 金 利 上 昇 △	 			3,886 △	 		4,689

6 短 期 金 利 低 下 3,189 5,594

7 最 大 値 18,510 16,001 382 1,540

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

8 自 己 資 本 の 額 118,865 120,571

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
該当ありません。

・金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。
金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（△）
算出した金利リスク量は毎月経営層に報告するとともに、四半期ごとにALM委員会及び理事会に報告しています。
また、これらの情報を踏まえ、四半期ごとに運用方針を策定しています。

◇⊿EVE及び⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項
・⊿EVE及び⊿NII以外の金利リスクは計測しておりません。
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